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消
費
者
庁
設
置
法
案
参
照
条
文 

 

○ 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
） 

（
設
置
） 

第
四
十
九
条 

内
閣
府
に
は
、
そ
の
外
局
と
し
て
、
委
員
会
及
び
庁
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 

法
律
で
国
務
大
臣
を
も
っ
て
そ
の
長
に
充
て
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
前
項
の
委
員
会
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
委
員
会
又

は
庁
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。  

３ 

前
二
項
の
委
員
会
及
び
庁
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
委
員
会
」
及
び
「
庁
」
と
い
う
。
）
の
設
置
及
び
廃
止
は
、
法
律
で
定
め
る
。 

 

○ 

割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
（
抄
） 

 

（
目
的
及
び
運
用
上
の
配
慮
）  

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
割
賦
販
売
等
に
係
る
取
引
の
公
正
の
確
保
、
購
入
者
等
が
受
け
る
こ
と
の
あ
る
損
害
の
防
止
及
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等

の
適
切
な
管
理
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
割
賦
販
売
等
に
係
る
取
引
の
健
全
な
発
達
を
図
る
と
と
も
に
、
購
入
者
等
の
利
益
を
保
護
し

、
あ
わ
せ
て
商
品
等
の
流
通
及
び
役
務
の
提
供
を
円
滑
に
し
、
も
つ
て
国
民
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。  

２ 

こ
の
法
律
の
運
用
に
あ
た
つ
て
は
、
割
賦
販
売
等
を
行
な
う
中
小
商
業
者
の
事
業
の
安
定
及
び
振
興
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  ○ 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
抄
） 

（
目
的
） 

 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
特
定
商
取
引
（
訪
問
販
売
、
通
信
販
売
及
び
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
取
引
、
連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に
係
る

取
引
並
び
に
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
公
正
に
し
、
及
び
購
入
者
等
が
受
け
る
こ
と
の
あ
る
損
害
の
防
止
を
図
る
こ
と
に

よ
り
、
購
入
者
等
の
利
益
を
保
護
し
、
あ
わ
せ
て
商
品
等
の
流
通
及
び
役
務
の
提
供 
を
適
正
か
つ
円
滑
に
し
、
も
つ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。  
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○ 
食
品
安
全
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
抄
） 

（
措
置
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
決
定
及
び
公
表
）  

第
二
十
一
条 
政
府
は
、
第
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
る
措
置
に
つ
き
、
そ
れ
ら
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項
（
以
下
「
基
本

的
事
項
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２
～
４ 

（
略
） 

 

○ 

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
（
抄
） 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
で
「
景
品
類
」
と
は
、
顧
客
を
誘
引
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
そ
の
方
法
が
直
接
的
で
あ
る
か
間
接
的
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
く

じ
の
方
法
に
よ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
事
業
者
が
自
己
の
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
の
取
引
（
不
動
産
に
関
す
る
取
引
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に

附
随
し
て
相
手
方
に
提
供
す
る
物
品
、
金
銭
そ
の
他
の
経
済
上
の
利
益
で
あ
つ
て
、
公
正
取
引
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。  

２ 

こ
の
法
律
で
「
表
示
」
と
は
、
顧
客
を
誘
引
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
事
業
者
が
自
己
の
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
の
内
容
又
は
取
引
条
件
そ
の

他
こ
れ
ら
の
取
引
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
行
な
う
広
告
そ
の
他
の
表
示
で
あ
つ
て
、
公
正
取
引
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。  

 

○ 

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
（
抄
） 

第
四
条 

こ
の
法
律
で
食
品
と
は
、
す
べ
て
の
飲
食
物
を
い
う
。
た
だ
し
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
に
規
定
す
る
医
薬
品
及
び

医
薬
部
外
品
は
、
こ
れ
を
含
ま
な
い
。 

② 

こ
の
法
律
で
添
加
物
と
は
、
食
品
の
製
造
の
過
程
に
お
い
て
又
は
食
品
の
加
工
若
し
く
は
保
存
の
目
的
で
、
食
品
に
添
加
、
混
和
、
浸
潤
そ
の
他
の

方
法
に
よ
っ
て
使
用
す
る
物
を
い
う
。 

③ 

（
略
） 

④ 

こ
の
法
律
で
器
具
と
は
、
飲
食
器
、
割
ぽ
う
具
そ
の
他
食
品
又
は
添
加
物
の
採
取
、
製
造
、
加
工
、
調
理
、
貯
蔵
、
運
搬
、
陳
列
、
授
受
又
は
摂
取
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の
用
に
供
さ
れ
、
か
つ
、
食
品
又
は
添
加
物
に
直
接
接
触
す
る
機
械
、
器
具
そ
の
他
の
物
を
い
う
。
た
だ
し
、
農
業
及
び
水
産
業
に
お
け
る
食
品
の
採

取
の
用
に
供
さ
れ
る
機
械
、
器
具
そ
の
他
の
物
は
、
こ
れ
を
含
ま
な
い
。 

⑤ 

こ
の
法
律
で
容
器
包
装
と
は
、
食
品
又
は
添
加
物
を
入
れ
、
又
は
包
ん
で
い
る
物
で
、
食
品
又
は
添
加
物
を
授
受
す
る
場
合
そ
の
ま
ま
で
引
き
渡
す

も
の
を
い
う
。 

第
十
九
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
若
し
く
は
添
加
物

又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
規
格
若
し
く
は
基
準
が
定
め
ら
れ
た
器
具
若
し
く
は
容
器
包
装
に
関
す
る
表
示
に
つ
き
、
必
要
な
基
準
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。  

② 

前
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
に
つ
き
基
準
が
定
め
ら
れ
た
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装
は
、
そ
の
基
準
に
合
う
表
示
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を

販
売
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
陳
列
し
、
又
は
営
業
上
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。  

第
二
十
条 

食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装
に
関
し
て
は
、
公
衆
衛
生
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
虚
偽
の
又
は
誇
大
な
表
示
又
は
広
告
を

し
て
は
な
ら
な
い
。  

第
六
十
二
条 

第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で

並
び
に
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
乳
幼
児
が
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働

大
臣
の
指
定
す
る
お
も
ち
や
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
中
「
添
加
物
（
天
然
香
料
並
び
に
一
般
に
食
品
と
し
て

飲
食
に
供
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
添
加
物
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
お
も
ち
や
の
添
加
物
と
し
て
用
い
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
化
学
的
合
成
品
（
化
学
的
手
段
に
よ
り
元
素
又
は
化
合
物
に
分
解
反
応
以
外
の
化
学
的
反
応
を
起
こ
さ
せ
て
得
ら
れ
た
物
質
を
い
う
。
）

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。  

②
～
③ 

（
略
） 

 

○ 

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
（
抄
） 

（
製
造
業
者
等
が
守
る
べ
き
表
示
の
基
準
） 

第
十
九
条
の
十
三 

農
林
水
産
大
臣
は
、
飲
食
料
品
の
品
質
に
関
す
る
表
示
の
適
正
化
を
図
り
一
般
消
費
者
の
選
択
に
資
す
る
た
め
、
農
林
物
資
の
う
ち
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飲
食
料
品
（
生
産
の
方
法
又
は
流
通
の
方
法
に
特
色
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
価
値
が
高
ま
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
品
質
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
区
分
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
必
要
な
事
項
に
つ
き
、
そ
の
製
造
業
者
等
が
守
る
べ
き
基
準
を
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

一 

名
称
、
原
料
又
は
材
料
、
保
存
の
方
法
、
原
産
地
そ
の
他
表
示
す
べ
き
事
項  

二 

表
示
の
方
法
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
表
示
に
際
し
て
製
造
業
者
等
が
遵
守
す
べ
き
事
項  

２ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
飲
食
料
品
の
品
質
に
関
す
る
表
示
の
適
正
化
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
基
準
に
お
い
て
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
に
規
定
す
る
飲
食
料
品
の
品
質
に
関
す
る
表
示
に
つ
い
て
、
そ
の
種
類
ご
と
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
そ
の
製

造
業
者
等
が
守
る
べ
き
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。  

３ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
飲
食
料
品
以
外
の
農
林
物
資
（
生
産
の
方
法
又
は
流
通
の
方
法
に
特
色
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
価
値
が
高
ま
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
を
除
く
。
）
で
、
一
般
消
費
者
が
そ
の
購
入
に
際
し
て
そ
の
品
質
を
識
別
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
一
般
消

費
者
の
経
済
的
利
益
を
保
護
す
る
た
め
そ
の
品
質
に
関
す
る
表
示
の
適
正
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

そ
の
指
定
の
あ
つ
た
後
速
や
か
に
、
そ
の
品
質
に
関
す
る
表
示
に
つ
い
て
、
そ
の
製
造
業
者
等
が
守
る
べ
き 

基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

４
～
６ 

（
略
）  

 

○ 

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
）
（
抄
） 

（
表
示
の
標
準
） 

第
三
条 

経
済
産
業
大
臣
は
、
家
庭
用
品
の
品
質
に
関
す
る
表
示
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
家
庭
用
品
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
表
示
の
標
準

と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。  

一 

成
分
、
性
能
、
用
途
、
貯
法
そ
の
他
品
質
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項  

二 

表
示
の
方
法
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
表
示
に
際
し
て
製
造
業
者
、
販
売
業
者
又
は
表
示
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項  

 

○ 

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
） 
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（
定
義
）  

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
住
宅
」
と
は
、
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
家
屋
の
部
分
（
人
の
居
住
の
用
以
外
の
用
に
供
す
る
家
屋
の
部
分

と
の
共
用
に
供
す
る
部
分
を
含
む
。
）
を
い
う
。  

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
新
築
住
宅
」
と
は
、
新
た
に
建
設
さ
れ
た
住
宅
で
、
ま
だ
人
の
居
住
の
用
に
供
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
（
建
設
工
事
の
完
了

の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。  

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
日
本
住
宅
性
能
表
示
基
準
」
と
は
、
住
宅
の
性
能
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項
及
び
そ
の
表
示
の
方
法
の
基
準
で
あ
っ
て
、
次

条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。 

 

○ 

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
（
抄
） 

（
特
別
用
途
表
示
の
許
可
） 

第
二
十
六
条 

販
売
に
供
す
る
食
品
に
つ
き
、
乳
児
用
、
幼
児
用
、
妊
産
婦
用
、
病
者
用
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
用
途
に
適
す
る
旨
の

表
示
（
以
下
「
特
別
用
途
表
示
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２
～
５ 

（
略
）  

（
栄
養
表
示
基
準
） 

第
三
十
一
条 

販
売
に
供
す
る
食
品
（
特
別
用
途
食
品
を
除
く
。
）
に
つ
き
、
栄
養
表
示
（
栄
養
成
分
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
熱
量
に
関
す
る
表
示
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
本
邦
に
お
い
て
販
売
に
供
す
る
食
品
で
あ

っ
て
栄
養
表
示
が
さ
れ
た
も
の
（
第
二
十
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
食
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
栄
養
表
示
食
品
」
と
い
う
。
）
を

輸
入
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
栄
養
表
示
基
準
（
以
下
単
に
「
栄
養
表
示
基
準
」
と
い
う
。
）
に
従
い
、
必
要
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
販
売
に
供
す
る
食
品
（
特
別
用
途
食
品
を
除
く
。
）
の
容
器
包
装
及
び
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書
以
外
の
物
に
栄
養
表
示
を
す
る
場

合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。  

２
～
３ 

（
略
） 

（
誇
大
表
示
の
禁
止
） 
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第
三
十
二
条
の
二 

何
人
も
、
食
品
と
し
て
販
売
に
供
す
る
物
に
関
し
て
広
告
そ
の
他
の
表
示
を
す
る
と
き
は
、
健
康
の
保
持
増
進
の
効
果
そ
の
他
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
（
以
下
「
健
康
保
持
増
進
効
果
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
著
し
く
事
実
に
相
違
す
る
表
示
を
し
、
又
は
著
し
く
人
を
誤

認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

○ 

公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
（
抄
） 

（
定
義
）  

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
益
通
報
」
と
は
、
労
働
者
（
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
労
働
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
、
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
そ
の
他
の
不
正
の
目
的
で
な
く
、
そ
の
労
務
提
供
先
（
次
の
い
ず

れ
か
に
掲
げ
る
事
業
者
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
事
業
を
行
う
個
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
当
該
労
務
提
供
先
の

事
業
に
従
事
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
役
員
、
従
業
員
、
代
理
人
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
通
報
対
象
事
実
が
生
じ
、
又
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い

る
旨
を
、
当
該
労
務
提
供
先
若
し
く
は
当
該
労
務
提
供
先
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
者
（
以
下
「
労
務
提
供
先
等
」
と
い
う
。
）
、
当
該
通
報
対
象
事
実

に
つ
い
て
処
分
（
命
令
、
取
消
し
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
勧
告
等
（
勧
告
そ
の 

他
処
分
に
当
た

ら
な
い
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
権
限
を
有
す
る
行
政
機
関
又
は
そ
の
者
に
対
し
当
該
通
報
対
象
事
実
を
通
報
す
る
こ
と
が
そ
の
発
生
若

し
く
は
こ
れ
に
よ
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（
当
該
通
報
対
象
事
実
に
よ
り
被
害
を
受
け
又
は
受
け
る
お
そ

れ
が
あ
る
者
を
含
み
、
当
該
労
務
提
供
先
の
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
を
除
く
。
次
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
通
報
す
る
こ
と
を
い
う
。  

一
～
三 

（
略
） 

２ 
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
益
通
報
者
」
と
は
、
公
益
通
報
を
し
た
労
働
者
を
い
う
。 

３
～
４ 

（
略
） 

 

○ 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
抄
） 

第
七
条 

政
府
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
一
体
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
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基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２
～
５ 

（
略
） 

 


